
寺
院
本
末
制
度
と
仏
座
守

　
　
　
　
　
　
　
一

　
近
世
期
の
宗
教
史
を
展
望
す
る
時
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
宗
教
統
制
の
問
題
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
来
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
、
寺
院
に
お
け
る

　
「
木
末
制
度
」
と
「
檀
家
制
度
」
と
で
あ
る
。

慶
長
五
年
の
関
ケ
原
合
戦
の
翌
六
年
、
幕
府
は
高
野
山
に
対
し
て
「
法
度
」
を
下

し
ヽ
更
に
つ
い
で
慶
長
十
三
年
か
ら
元
和
二
年
に
か
け
て
、
天
台
・
真
言
・
新
義

真
宗
・
修
験
道
・
曹
洞
宗
・
臨
済
宗
・
浄
土
宗
・
日
蓮
宗
の
各
宗
派
に
対
し
て
個

別
的
な
「
法
度
」
を
下
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
法
度
に
共
通
す
る
点
は
、
各
宗
学
の
研
さ
ん
、
修
業
の
奨
励
、
木
寺

の
末
寺
に
対
す
る
絶
対
的
な
優
越
性
の
保
証
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

　
続
い
て
寛
文
五
年
に
は
、
「
諸
宗
法
式
の
厳
守
」
・
　
「
住
持
の
資
格
規
定
」
・

　
「
新
義
の
禁
止
」
・
「
本
末
制
の
厳
守
」
　
・
「
徒
党
の
禁
止
」
　
・
「
寺
領
の
売
買

禁
止
」
な
ど
九
ケ
条
の
内
容
と
、
僧
侶
衣
肱
服
装
や
儀
式
に
対
す
る
規
定
の
五
ケ

条
な
ど
、
工
程
の
法
令
を
発
令
し
た
。

　
こ
れ
よ
り
前
幕
府
は
、
慶
長
六
年
に
、
有
力
寺
院
に
は
判
物
、
朱
印
状
を
も
っ

て
寺
領
を
安
堵
し
、
の
ち
の
寛
文
五
年
に
は
Ｉ
〇
四
五
ケ
寺
に
対
し
て
、
朱
印
状

を
与
え
る
な
ど
し
て
、
経
済
面
に
於
け
る
独
立
性
を
保
証
し
た
も
の
の
ヽ
こ
れ
も

所
詮
は
諸
大
名
に
対
す
る
と
同
様
に
、
幕
府
の
絶
対
的
統
一
権
力
の
下
に
認
め
ら

れ
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
こ
の
「
本
末
制
度
」
は
、
幕
府
の
各
宗
教
教
団
に
対
す
る
行
政
的
な
統
制
機
構

後
　
　
藤

重
　
　
巳

と
し
て
、
法
的
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
終
局
の
目
的
は
、
宗
教
を
中

央
集
権
的
な
封
建
制
度
の
政
治
機
構
の
中
に
再
編
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
前
代
の

織
豊
政
権
の
宗
教
政
策
の
あ
と
を
う
け
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
寺
院
本
末
制
度
の
法
的
な
成
立
は
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
寛
永
九
（
ヱ
八
三

二
）
年
、
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
の
全
国
的
な
「
本
末
帳
」
の
作
成
、
つ
ま
り

十
七
世
紀
を
通
じ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ

る
寺
院
は
、
各
宗
派
ご
と
に
厳
然
と
秩
序
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
方
、
慶
長
十
八
年
の
京
都
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
追
放
を
最
初
と

し
て
、
寛
永
十
五
千
の
島
原
の
乱
平
定
の
後
ヽ
幕
府
は
同
十
七
年
に
宗
門
改
役
を

設
置
し
、
寛
文
四
年
に
は
ヽ
こ
れ
を
諸
藩
に
も
設
置
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
摘
発
を
厳
し
く
し
て
行
っ
た
。
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
禁
圧
に
と

も
な
う
宗
門
調
査
の
方
法
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
寺
請
制
度
」
と
、
「
宗
旨
人
別

帳
」
の
作
成
と
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
寺
院
本
末
制
度
の
徹
底
姿
勢
の
中
に
あ
っ
て
も
、
一
方
に
あ
っ
て
は
、

厳
密
な
意
味
で
の
寺
院
の
範
鋳
に
入
ら
な
い
種
別
の
い
わ
ゆ
る
村
々
に
散
在
す
る

地
蔵
堂
や
、
観
音
堂
、
あ
る
い
は
薬
師
堂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
様
な
無
住
の
仏
堂
舎

が
数
多
く
存
在
し
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
ま
で
、
本
末
制
度
の
中
に
組
み
込
む
こ
と

は
当
然
乍
ら
、
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
し
か
し
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
本
末
制
度
と
檀
家
制
度
、
と
り
わ
け
檀
家
制
度

は
、
江
戸
中
期
以
後
は
、
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
摘
発
の
必
要
性
や
可
能
性
が
な

く
な
っ
た
以
後
も
、
厳
然
と
し
て
存
在
し
続
け
て
、
全
国
民
は
、
各
家
各
人
単
位
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に
特
定
の
寺
院
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
各
家
は
檀
那
寺
を
強
制
的
に

も
つ
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
政
治
的
支
配
機
構
の
一
翼
を
に
な
う
形
で
の
本
末
制
変
に
し
ぼ
り

つ
け
ら
れ
た
寺
院
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
最
末
端
に
位
置
づ
け
さ
せ
ら
れ
た
村
落

中
の
各
寺
院
は
、
信
者
側
か
ら
す
れ
ば
必
ら
ず
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
檀
家

制
度
と
の
接
点
に
な
り
、
ど
の
様
な
対
応
の
し
方
を
示
し
て
い
た
の
か
と
い
う
事

が
、
こ
の
小
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
二

　
寛
文
九
年
、
肥
前
島
原
に
入
封
し
た
深
溝
松
平
氏
は
、
豊
前
宇
佐
郡
の
東
部
と

豊
後
国
国
東
郡
の
一
部
の
五
組
九
十
九
ケ
村
を
飛
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
が
、
こ

の
飛
地
頭
は
、
俗
に
「
豊
州
御
領
」
と
呼
ば
れ
、
島
原
著
に
と
っ
て
は
全
領
域
の

四
十
三
％
を
占
め
る
重
要
な
所
頭
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
松
平
氏
は
、
宝
永
八
（
一
七
一
回
年
に
「
豊
州
村
々
へ
申
渡
条
々
」
と

呼
ば
れ
る
法
令
を
発
布
し
た
。

　
こ
の
法
令
は
、
百
二
十
ケ
条
余
に
及
ぶ
整
備
さ
れ
た
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
が

こ
の
中
の
一
条
に
、

　
村
々
仏
座
、
先
規
之
通
差
置
侯
、
乍
去
、
仏
座
守
死
候
は
ぱ
、
跡
を
つ
ぶ
し
可

　
申
候
、
尤
新
規
に
仏
座
建
立
之
儀
無
用
之
事

な
る
小
条
目
が
見
え
る
。

　
実
は
、
こ
の
ケ
条
中
に
見
え
る
「
仏
座
守
」
と
は
Ｉ
体
何
な
の
か
と
言
う
疑
問

か
ら
、
論
旨
を
展
開
し
た
い
と
思
う
。

　
こ
の
「
仏
座
守
」
は
、
文
化
期
以
降
の
史
料
の
中
で
「
仏
座
」
と
言
う
名
称
と

と
も
に
散
在
し
て
い
る
。

　
こ
の
仏
座
な
る
用
語
は
、
普
偏
的
な
用
語
で
は
な
い
も
の
の
、
当
藩
の
法
今
中

に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
当
藩
の
二
豊
飛
地
価
に
限
っ
て
は
普
個
性
を
も
つ
名
称
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
「
帰
宗
改
派
、
離
且
改
宗
公
例
故
実
」
な
る
史
料
中
に
、
文
敢
三
年
四
月
廿
三
日
、

京
都
本
願
寺
掛
所
の
宇
佐
郡
四
日
市
御
坊
輪
番
た
る
徳
応
寺
か
ら
、
島
原
藩
高
田

役
所
に
提
出
し
た
歎
願
書
が
収
載
さ
れ
、
こ
の
口
上
書
の
中
に
「
仏
座
守
」
に
関

す
る
極
め
て
簡
略
な
定
義
が
見
え
る
。

　
以
下
関
係
部
分
を
全
筧
す
る
。

水
崎
万
徳
寺
外
、
仏
座
守
、
南
毛
、
松
崎
、
覚
城
、
出
光
、
右
四
ケ
所
二
有
レ
之

侯
仏
座
守
ト
申
ハ
、
本
山
二
て
は
道
場
之
事
に
て
、
諸
国
へ
数
多
有
レ
之
侯
。

其
内
、
法
名
道
場
、
俗
道
場
ト
号
し
て
、
出
家
禅
門
或
ハ
俗
肺
之
僚
ニ
て
新
亡

ハ
上
寺
ぷ
相
勤
、
法
事
通
夜
等
ハ
、
兼
て
申
付
枚
置
侯
て
其
者
勤
侯
事
ニ
て
侯
、

俗
人
ハ
白
衣
之
上
二
黒
キ
素
抱
致
二
着
用
一
族
事
、
右
之
者
へ
枚
堅
―
侯
衣
肺
ニ

候
、
其
故
ハ
、
当
本
山
之
儀
ハ
、
神
君
様
（
徳
川
家
康
）
台
命
御
取
建
枚
レ
遊

候
節
、
一
箇
之
御
寺
領
も
枚
二
下
置
’
侯
上
意
も
有
‘
之
侯
所
、
莫
大
之
寺
領
拝

受
侯
て
は
、
一
生
安
逸
二
相
成
、
門
下
之
教
化
も
不
二
行
届
‘
段
枚
二
申
上
一
御
断
、

御
尤
二
枚
二
聞
召
一
寺
領
替
り
ニ
浦
々
津
々
迄
、
教
化
行
届
侯
様
、
寺
遠
キ
所
二

八
、
右
道
場
枚
二
連
置
‘
、
老
人
足
弱
之
者
共
、
仏
参
之
場
所
へ
枚
二
放
置
‘
侯

　
右
に
よ
る
と
、
「
仏
座
守
」
と
は
、
諸
国
一
般
に
言
わ
れ
る
「
道
場
」
の
こ
と

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
道
場
と
は
、
も
と
も
と
戦
国
期
の
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
「
知
識
」
の
集

合
す
る
寺
坊
に
対
し
て
、
門
徒
の
集
合
す
る
会
場
を
呼
び
、
こ
こ
で
は
信
心
の
問

題
ば
か
り
で
な
く
、
門
徒
が
集
合
し
て
、
世
事
を
談
合
し
、
茶
や
酒
な
ど
を
飲
み

歓
談
す
る
社
交
の
場
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
一
般
的
に
近
世
の
寺
と
、
こ
の
道
場
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
「
木
仏
本
尊
」

を
安
置
し
て
寺
院
の
体
裁
を
整
え
、
寺
号
を
有
す
る
か
否
か
に
よ
る
と
言
わ
れ
て

い
‰
つ
ま
り
、
一
寺
の
体
裁
を
欠
き
、
寺
号
も
木
仏
本
尊
も
な
く
、
絵
像
や
南

無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
だ
け
を
本
尊
と
し
て
か
か
げ
た
だ
け
の
施
設
を
道
場
と
し
教

化
を
担
当
す
る
僧
身
者
も
俗
昧
で
あ
っ
た
。
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「
本
朝
俗
諺
軋
一
一
に
は

飛
騨
の
山
中
に
毛
坊
主
と
云
ふ
あ
り
、
農
業
木
樵
を
為
す
こ
と
常
の
百
姓
奴
な

り
、
逃
か
の
奥
山
に
て
出
家
な
ど
無
き
処
な
り
ヽ
人
死
し
た
る
と
き
は
此
毛
坊

主
を
頼
み
て
弔
ふ
な
り
、
代
々
譲
り
の
袈
裟
を
掛
け
、
鉦
打
鳴
し
、
経
念
仏
し

て
と
ぶ
ろ
う
こ
と
な
り
ヽ
俗
人
に
て
、
坊
主
の
役
も
す
る
故
か
く
名
づ
け
た
る

な
り
、
此
家
は
代
々
あ
り
ヽ
常
の
百
姓
よ
り
は
一
階
劣
り
縁
組
な
ど
は
せ
ぬ
こ

と
な
り
、
本
尊
は
多
く
は
大
津
絵
の
十
三
仏
な
り
、
小
さ
き
石
地
蔵
も
あ
り
と

云
へ
り
（
－
下
略
－
）

と
見
え
、
「
笈
埃
随
笛
Ｊ
に
は

当
国
に
も
毛
坊
主
と
て
俗
人
で
あ
り
乍
ら
村
に
死
亡
の
家
あ
れ
ば
導
師
と
な
り

て
弔
ふ
な
り
、
訳
知
ら
ぬ
者
は
常
の
百
姓
よ
り
は
一
階
劣
り
て
縁
組
な
ど
せ
ず

と
云
へ
る
は
僻
言
な
り
ヽ
此
者
ど
も
何
れ
の
村
に
て
も
筋
目
あ
る
長
百
姓
と
し

て
、
田
畑
の
高
を
持
ち
、
俗
人
と
は
云
へ
ど
も
出
家
の
役
を
勤
む
る
身
な
れ
ば

予
め
学
問
も
し
経
文
を
も
読
み
、
形
状
物
体
筆
算
ま
で
も
備
ら
ざ
れ
ば
人
も
帰

伏
せ
ず
勤
ま
り
難
し
、
（
－
下
略
－
）

と
述
べ
て
、

　
ま
た
「
飛

の
様
態
を
説
明
し
て
い
る
。

に
は
、

　
こ
の
国
は
東
西
本
願
寺
宗
の
寺
坊
多
し
、
寺
号
或
は
坊
号
を
称
す
る
中
に
、
其

　
主
俗
体
俗
名
に
し
て
法
用
を
務
め
、
村
里
に
檀
家
の
民
あ
っ
て
代
々
相
続
す
る

　
を
俗
道
場
と
云
ふ
な
り
、
或
は
毛
坊
主
と
も
云
へ
り
、

と
記
し
、
「
秋
長
夜
続
々
訃
に
は
「
此
国
は
一
向
宗
盛
ん
に
し
て
郡
中
村
々
一

向
門
徒
に
非
ざ
る
は
無
し
。
元
来
は
村
々
に
寺
あ
る
は
な
し
。
多
く
は
仏
護
寺
十

二
坊
の
門
徒
な
り
、
其
村
所
に
て
農
民
の
僧
形
と
な
り
て
勧
化
す
る
者
を
手
次
坊

主
と
言
ふ
。
一
向
宗
に
限
り
て
古
よ
り
此
あ
り
。
（
下
略
）
」
な
ど
と
見
え
る
諸

例
の
如
く
、
俗
体
僧
形
の
人
物
を
指
し
て
「
毛
坊
主
」
な
ど
と
呼
び
、
彼
ら
の
起

居
す
る
と
こ
ろ
が
道
場
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
先
述
し
た
如
く
「
仏
座
守
と
は
諸
国
一
般
に
言
わ
れ
る
道
場
の
こ
と
な
り
」
と

す
る
史
料
か
ら
す
れ
ば
「
仏
座
守
」
は
こ
う
し
た
毛
坊
主
な
ど
「
在
俗
僧
」
に
対

す
る
二
豊
島
原
頭
に
お
け
る
名
称
で
あ
っ
た
こ
と
を
察
し
得
る
。

　
　
　
　
　
　
三

　
さ
て
、
こ
う
し
た
例
か
ら
見
て
「
仏
座
守
」
と
は
、
こ
う
し
た
他
国
に
見
ら
れ

た
毛
坊
主
や
、
手
次
坊
主
と
同
様
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
ま
ず
断
定
し
て
さ
し

つ
か
え
あ
る
ま
い
。

　
当
地
方
に
お
け
る
こ
の
仏
座
守
の
史
料
的
初
見
は
先
に
み
た
島
原
藩
宝
永
八
年

の
法
令
中
に
「
先
規
之
通
り
」
と
見
え
十
八
世
紀
の
初
頭
に
は
す
で
に
存
在
し
た

こ
と
に
な
る
。

　
十
九
世
紀
初
頭
の
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
六
月
廿
日
、
宇
佐
郡
水
崎
村
の
万

徳
寺
か
ら
、
当
寺
に
所
属
し
て
い
る
仏
座
守
に
関
し
て
、
そ
の
由
緒
等
を
書
き
出

し
た
折
の
調
軋
に
よ
る
と
、
国
東
郡
田
染
組
新
城
村
の
仏
座
守
玄
恵
の
家
は
「
此

仏
座
、
ハ
代
程
禅
門
に
て
相
勤
め
来
り
候
」
と
見
え
、
山
蔵
組
南
毛
村
の
仏
座
守

宝
嶺
に
関
し
て
は

、
八
代
程
禅
門
ニ
て
相
勤
来
候
得
共
、
何
代
程
、
禅
門
願
不
仕
侯
哉
相

侯
、
仏
座
無
願
之
禅
門
俗
名
何
与
相
名
乗
候
哉
、
夫
々
書
上
候
様
披
仰

聞
候
と
も
、
是
迄
仏
座
守
代
々
通
名
の
法
名
相
名
り
申
度
段
中
入
侯
様
、
御
願

不
申
上
剃
髪
為
被
仕
、
法
名
差
赦
候
段
（
ｉ
下
略
－
）

と
あ
り
ハ
代
目
の
相
続
、
橋
津
組
出
光
村
の
円
通
の
家
は
六
代
、
名
称
不
明
の
岩

崎
村
仏
座
は
五
代
目
、
同
じ
く
日
足
村
六
代
、
長
州
組
松
崎
村
の
貫
了
家
は
七
代

目
な
ど
と
見
え
て
お
り
、
も
し
仮
り
に
一
代
二
十
年
と
し
て
も
ほ
ぽ
二
世
紀
近
い
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経
緯
を
も
っ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
仏
座
守
が
一
体
各
地
域
に
ど
れ
程
存
在
し
た
も
の
か
は
、
史
料
的
制

約
か
ら
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
水
崎
村
万
徳
寺
付
属
の
仏
座
守
名
は
、
こ
の
調
書
に
よ
る
と
、
国
東
郡
田
染
村

新
城
（
玄
恵
）
、
宿
毛
村
（
現
院
内
）
（
国
嶺
）
、
出
光
村
（
円
通
）
、
岩
崎
村
（
不
明
）

一
ケ
所
、
日
足
村
（
不
明
）
　
一
ケ
所
、
橋
津
村
（
不
明
）
一
ケ
所
、
松
崎
村
（
貫

了
）
、
松
崎
村
（
覚
城
）
、
同
村
（
不
明
）
　
一
ケ
所
、
蜷
木
村
（
不
明
）
一
ケ
所

の
計
十
ケ
所
が
見
え
て
い
る
。

　
毛
坊
主
な
ど
在
俗
僧
の
存
在
す
る
村
落
が
、
里
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
り
日
常
は

寺
側
か
ら
の
法
事
法
要
が
行
届
き
難
い
山
奥
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
見

た
『
笈
埃
随
筆
』
な
ど
の
内
容
で
も
明
ら
か
で
あ
り
、
二
豊
地
方
に
於
て
も
、
例

え
ば
先
述
の
「
公
例
故
実
」
に

浦
々
谷
々
迄
、
教
化
行
居
候
様
、
寺
遠
キ
所
に
は
右
道
渇
欲
二
連
置
一
、
老
人
ヽ

足
弱
之
者
共
、
仏
参
之
場
所
へ
欲
二
致
置
・
候

と
述
べ
て
お
り
、
当
地
方
の
地
理
的
条
件
を
考
え
る
時
、
遠
隔
地
檀
徒
の
た
め
に

寺
僧
の
代
行
と
し
て
法
要
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
が
少
な
く
な
か
っ

た
こ
と
は
想
定
で
き
る
。

　
周
知
の
様
に
、
江
戸
期
の
且
（
檀
）
那
寺
と
檀
家
と
の
関
係
で
は
、
檀
家
は
同

村
内
の
寺
院
を
檀
那
寺
と
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
村

内
に
同
宗
派
の
寺
院
が
所
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
想
外
に
遠
隔
地
の
村
に

檀
那
寺
を
も
つ
例
が
少
な
く
な
い
。

　
例
え
ば
、
天
明
四
年
の
天
領
宇
佐
郡
山
口
村
の
宗
旨
人
別
帳
に
よ
る
と
、
同
村

全
三
十
二
戸
の
内
、
村
内
に
所
在
す
る
真
宗
元
正
寺
に
所
属
す
る
檀
家
は
三
戸
に

過
ぎ
ず
、
他
は
全
て
他
村
寺
院
を
檀
那
寺
と
す
る
。

　
こ
の
他
村
寺
院
の
場
合
に
あ
っ
て
も
他
郡
他
領
の
私
領
中
雄
藩
永
添
村
正
行
寺

や
、
同
じ
福
島
村
の
長
久
寺
な
ど
か
十
五
戸
に
及
ぶ
と
い
う
状
態
を
示
し
て
い
た
・

　
ま
た
ヽ
史
料
的
に
仝
檀
家
数
を
つ
か
む
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
宇
佐
郡
橋
津
組

水
崎
村
の
西
光
寺
は
、
水
崎
村
以
外
の
十
ケ
村
内
に
檀
家
を
も
ち
、
同
村
万
徳
寺

は
、
村
外
五
ケ
村
の
内
に
檀
徒
を
分
布
せ
し
め
て
い
る
。
結
論
的
に
見
れ
ば
、
か

う
し
た
性
格
の
寺
が
、
よ
り
多
く
の
仏
座
や
仏
座
守
を
設
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
ヽ
予
測
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

　
仏
座
や
仏
座
守
の
こ
う
し
た
木
寺
と
の
位
置
関
係
か
ら
生
ず
る
特
殊
事
情
に
起

因
し
て
、
檀
徒
（
家
）
と
本
寺
と
の
間
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
に
係
わ
る
対
応
関
係

は
終
始
一
貫
し
て
あ
り
得
た
か
ど
う
か
を
見
る
こ
と
が
、
本
小
稿
の
一
応
の
目
的

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
先
ず
関
係
史
料
か
ら
見
る
。

　
文
化
十
一
年
一
月
、
宇
佐
郡
橋
津
組
木
崎
村
所
在
の
西
先
寺
か
ら
、
島
原
藩
高

田
役
所
宛
て
に
次
の
如
き
歎
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。

　
　
以
書
附
御
歎
中
上
候
御
届
之
事

一
当
寺
住
持
儀
、
本
山
御
用
二
付
、
酉
十
一
月
御
往
来
切
手
御
願
申
上
、
上
京

　
仕
居
候

　
右
本
山
御
用
之
儀
と
中
候
は
、
去
夏
時
分
、
和
木
村
与
右
衛
門
と
中
者
、
上

　
京
仕
、
木
山
表
江
罷
出
、
同
村
仏
座
之
儀
顔
付
候
由
、
依
之
被
召
登
御
聞
軋

　
と
中
事
二
御
座
候
、
其
上
病
気
之
由
京
都
ぷ
以
二
書
付
一
中
候
、
其
後
木
山
、

　
蒙
二
御
科
ヲ
ー
居
候
由
に
聞
中
候
、
長
々
之
留
主
二
て
、
門
徒
之
法
用
差
支
、

　
村
々
門
徒
歎
出
申
候
、
寺
も
内
所
方
甚
立
行
か
た
く
家
内
之
者
共
歎
出
中
候

　
留
主
居
之
私
共
甚
迷
惑
仕
候
事
に
御
座
候
、
猶
又
、
蜷
木
村
仏
座
守
改
雄
と

　
中
老
宅
に
て
、
産
々
村
々
之
仏
座
守
、
手
次
之
門
徒
迄
人
数
集
寄
、
種
々
内

　
談
致
本
山
表
江
数
通
之
願
事
指
出
候
由
風
聞
承
中
候
、
近
年
仏
座
共
募
二
我

　
意
一
、
一
寺
相
成
中
産
存
念
有
ぃ
之
、
願
書
等
本
山
へ
指
出
候
、
た
と
ひ
本
寺

　
師
匠
等
と
い
へ
共
、
致
方
無
二
御
座
一
自
然
仏
座
門
徒
に
本
山
ぶ
引
上
、
御
坊

56



所
支
配
杯
二
相
成
侯
て
は
、
一
寺
之
破
滅
甚
数
ケ
飯
事
に
奉
存
候
、
右
等
騒

動
ケ
間
飯
儀
共
、
及
二
見
聞
一
候
間
、
風
聞
と
は
乍
・
申
、
捨
置
が
た
き
事
二

奉
存
、
無
拠
御
数
中
上
候
、
何
卒
宜
飯
披
仰
上
御
取
計
可
披
下
候
、
以
上

　
　
文
化
十
一
年
戌
正
月西

光
寺

留
主
居

　
　
円
慈
、

　
　
門
徒
代

　
　
　
同

書
判

市
郎
兵
衛

俊
　
　
八

　
右
史
料
の
大
意
は
、
散
在
す
る
仏
座
守
が
、
本
寺
（
西
光
寺
）
か
ら
独
立
運
動

を
志
向
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
本
寺
側
の
所
見
を
披
厘
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
村

々
之
座
守
、
手
次
之
門
徒
迄
人
数
集
り
寄
り
種
々
内
談
致
し
」
、
「
我
意
を
募
り

一
寺
相
成
り
申
し
良
き
存
念
こ
れ
有
り
」
と
言
う
仏
座
守
の
動
向
を
示
し
て
い

る
。

　
そ
し
て
本
寺
側
の
対
応
も
、
「
た
と
ひ
本
寺
師
匠
等
と
い
へ
ど
も
、
致
し
方
御

座
な
く
」
と
は
述
べ
乍
ら
も
、
「
自
然
仏
座
門
徒
二
本
山
よ
り
引
上
、
御
坊
所
支

配
な
ど
に
相
成
り
候
て
は
、
一
寺
の
破
滅
、
甚
だ
歎
ケ
飯
事
」
と
い
う
危
機
感
を

表
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
歎
願
書
の
内
容
に
見
え
る
「
御
坊
所
支
配
云
云
」
の
「
御
坊
」
と
は
、
豊
前

宇
佐
郡
四
日
市
所
在
の
四
日
市
御
坊
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
今
日
、
四
日
市
東
・

西
本
願
寺
四
日
市
別
院
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
末
期
に
、
東
西
二
院
に

別
れ
た
こ
の
寺
院
に
は
、
若
干
の
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
二
院
の
開
基
は
、
ま
ず
真

勝
寺
に
始
ま
る
。

　
こ
の
真
勝
寺
は
天
正
年
間
に
、
四
日
市
の
土
豪
渡
辺
蔵
人
続
編
入
道
専
誉
（
養

と
も
書
く
）
の
発
願
に
よ
っ
て
道
場
を
開
基
し
専
養
坊
と
称
し
京
都
大
谷
本
願
寺

に
属
し
た
。
そ
の
子
の
正
明
の
時
に
本
願
寺
准
如
上
人
か
ら
真
勝
寺
の
寺
号
を

受
け
た
。

　
第
ハ
世
宗
順
の
時
代
に
至
り
、
宗
順
の
素
行
修
ら
ず
、
末
寺
の
森
山
教
覚
寺
な

ど
の
順
に
よ
り
西
本
願
寺
へ
の
改
派
運
動
が
起
り
、
事
件
は
幕
府
の
寺
社
奉
行
の

裁
断
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
見
保
三
年
宗
順
は
遠
島
の
処
罰
、
寺
跡
は
没
収

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
延
享
元
年
、
寺
跡
は
幕
府
か
ら
束
本
願
寺
に
下
附
さ

れ
、
本
山
の
「
九
州
御
坊
」
と
な
り
、
翰
番
訓
を
と
っ
て
掛
所
、
別
院
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
東
本
願
寺
別
院
で
あ
る
。

　
一
方
、
散
覚
寺
と
と
も
に
改
宗
派
に
属
し
た
寺
々
は
川
部
村
浄
関
寺
を
本
山
に

上
進
、
四
日
市
に
移
し
て
散
見
寺
以
下
関
漓
寺
な
ど
改
宗
派
の
寺
と
僧
は
、
本
願

寺
に
歎
願
し
て
本
願
寺
兼
帯
所
と
な
り
、
そ
の
後
文
化
年
中
に
幕
府
か
ら
御
坊
の

称
号
を
許
さ
れ
、
西
別
院
が
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
四
日
市
御
坊
の
開
設
の
経
緯
か
ら
だ
け
で
は
、
当
地
方
の
仏
座
守
の
関

係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
水
綺
村
西
光
寺
、
万
徳
寺
は
、
と
も
に
大
永
年
間
（
一
五
三
～
一
五
二
）
に
開

基
さ
れ
た
と
い
う
。

　
西
光
寺
は
、
京
都
出
身
の
高
橋
右
衛
門
尉
な
る
も
の
が
、
京
都
本
願
寺
第
九
世

の
実
如
上
人
に
帰
伝
し
大
永
二
年
に
開
基
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、
ま
た
万
徳
寺
は

同
じ
く
同
年
、
水
之
江
左
京
太
夫
森
道
に
よ
っ
て
開
基
さ
れ
た
。
彼
も
本
願
寺
の

実
如
上
人
に
帰
依
し
、
剃
髪
し
て
法
名
を
了
道
と
号
し
、
開
山
と
な
っ
た
が
、
第

二
世
了
善
は
本
願
寺
の
散
如
上
人
か
ら
木
像
寺
号
を
与
え
ら
れ
、
本
山
直
参
の
末

寺
と
な
っ
た
。

　
万
徳
寺
ハ
世
栄
樹
の
時
に
は
四
日
市
別
院
の
「
座
頭
」
と
な
っ
て
「
触
頭
」
を

勤
め
た
。

　
こ
の
二
寺
の
う
ち
、
西
光
寺
は
本
願
寺
派
、
万
徳
寺
は
大
谷
派
に
属
す
る
。

　
こ
の
経
緯
を
考
え
る
と
、
文
化
十
一
年
一
月
、
先
述
の
西
光
寺
留
主
居
僧
た
る

円
慈
か
ら
提
出
さ
れ
た
西
光
寺
仏
座
守
の
一
寺
建
立
策
動
の
内
容
は
、
仏
座
守
の

西
本
願
寺
派
へ
の
改
宗
の
動
き
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
文
化
年
中
に
新
規
に

発
足
し
た
西
御
坊
を
上
寺
と
仰
ぎ
度
い
と
主
張
す
る
も
の
ら
し
い
。

　
さ
て
こ
の
歎
願
書
に
、
寺
門
徒
代
表
の
市
郎
兵
衛
や
俊
ハ
な
ど
が
登
場
す
る
如

く
ヽ
近
世
寺
院
管
理
の
特
色
は
、
檀
家
訓
度
の
確
立
に
伴
な
い
、
檀
家
の
寺
院
経
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営
へ
の
参
加
権
が
強
化
し
、
例
え
ば
住
持
職
の
相
続
や
、
寺
の
堂
舎
の
修
築
等
の

際
に
は
、
檀
徒
の
惣
意
を
必
要
と
す
る
程
に
な
る
。
近
世
で
は
幕
府
の
法
令
に
よ

っ
て
農
民
が
寺
院
に
土
地
を
寄
進
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
各
藩
を
統
治
す

る
諸
大
名
は
、
領
内
の
著
名
寺
院
に
は
黒
印
状
を
も
っ
て
若
干
の
所
領
寄
進
を
行

な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ

領
寺
社
寄
附
高

く
僅
量
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
島
原
藩
の
「
豊
州
御

の
例
に
よ
る
と
、
状
中
に
見
え
る
寄
附
高
は
最
高
石

高
で
橋
津
村
大
雄
寺
の
七
石
七
斗
で
国
東
郡
天
念
寺
五
石
ハ
斗
余
、
田
染
村
の
富

貴
寺
五
斗
七
升
、
黒
土
無
動
寺
二
石
五
斗
程
度
で
あ
り
、
平
均
に
し
て
四
石
程
度

が
一
般
的
な
数
字
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
寺
院
経
営
を
維
持
す
る
た
め
の
最
大
の
経
済
基

盤
は
、
檀
家
か
ら
の
布
施
や
、
寺
側
の
法
要
に
対
す
る
報
礼
金
で
し
か
な
い
訳
で

あ
っ
て
、
所
詮
檀
家
数
の
多
少
に
よ
っ
て
こ
そ
経
済
的
存
続
が
保
証
さ
れ
た
の
で

あ
り
左
右
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

　
一
方
、
毛
坊
主
な
ど
在
俗
僧
は
、
先
に
も
見
た
如
く
、
様
々
な
史
料
（
随
筆
な

ど
）
に
よ
る
と
、
「
毛
坊
主
Ｉ
く
」
　
「
道
場
坊
主
－
く
」
と
俗
称
さ
れ
る
こ

と
を
忌
ん
で
、
一
寺
を
設
け
、
正
式
な
寺
坊
主
に
昇
進
す
る
こ
と
を
念
願
し
、
そ

の
た
め
に
策
動
し
た
と
い
わ
れ
る
風
潮
は
、
こ
の
二
豊
地
方
の
仏
座
守
に
つ
い
て

も
例
外
で
は
な
く
、
和
木
村
の
与
右
衛
門
や
、
蜷
木
村
の
改
雄
と
て
例
に
も
れ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
風
潮
（
仏
座
守
の
志
向
）
は
、
先

の
永
続
村
西
光
寺
留
守
備
円
慈
ら
の
歎
願
書
に
で
も
主
張
さ
れ
る
如
く
、
現
存
の

寺
院
の
存
続
を
お
び
や
か
す
こ
と
に
外
な
ら
ず
、
寺
院
側
か
ら
の
反
発
は
当
然
予

測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
仏
座
守
側
の
志
向
と
、
こ
れ
を
封
じ
よ
う
と
す
る
寺
院
側
と
の
対
応
関
係

を
証
す
る
史
料
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
極
く
限
定
さ
れ
て
お
り
、
詳
し
く
は
分
ら

な
い
。

　
さ
て
、
仏
座
守
に
世
襲
の
原
則
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
の
宝
永
八
年
の
法
令
中
に

　
　
新
規
に
仏
座
建
立
之
儀
無
用
之
事
、

と
見
え
て
、
続
け
て
の
但
し
書
の
中
で
、

　
但
し
実
子
な
ど
有
之
候
も
の
、
役
人
可
得
差
図
事

と
見
え
る
こ
と
か
ら
証
さ
れ
る
。

　
尤
も
、
文
化
十
五
年
一
月
九
日
の
史
悟
よ
る
と
恐
ら
く
水
崎
村
西
光
寺
に
属

す
る
と
考
え
ら
れ
る
橋
津
村
仏
座
の
鉄
銀
な
る
者
が
死
去
し
た
に
際
し
、
死
亡
届

と
同
時
に
、
後
継
願
を
提
出
す
る
様
、
指
示
し
た
内
容
の
史
料
が
見
え
、
相
続
に

は
一
定
の
手
続
の
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
先
に
「
公
例
故
実
」
を
引
用
し
て
述
べ
た
如
く
、
仏
座
守
と
呼
ば
れ
る
道
場
に

は
ヽ
法
名
道
場
と
、
俗
名
道
場
の
二
種
が
あ
る
と
の
事
で
あ
る
が
、
こ
の
二
者
の

厳
密
な
区
別
の
基
準
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
文
致
三
年
六
月
、
水
崎
村
万
徳
寺
の
仏
座
守
に
関
す
る
調
査
書
に
よ
る
と
国
東

郡
田
染
村
の
仏
座
守
玄
恵
の
家
は
、
ハ
代
の
間
、
禅
門
の
身
で
こ
れ
を
勤
め
て
来

た
と
述
べ
て
い
る
が
、
橋
津
組
出
光
村
の
仏
座
守
円
通
の
届
出
書
に
は
、

　
此
仏
座
六
代
程
、
禅
門
に
て
相
勤
来
候
得
共
、
列
代
程
、
禅
門
願
不
仕
候
哉
、

　
相
分
り
不
申
候

と
見
え
て
お
り
、
禅
門
す
な
わ
ち
、
出
家
僧
で
な
い
ま
ま
で
、
こ
う
し
た
法
要
な

ど
勤
め
て
い
た
者
も
い
た
こ
と
を
察
し
得
る
訳
で
、
こ
の
辺
り
の
相
違
が
、
法
名

道
場
と
俗
名
道
場
と
の
相
違
点
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
原
則
の
一
面

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
例
え
ば
長
洲
組
松
崎
村
の
仏
座
守
貫
了
家
の
場
合
は
、

　
此
仏
座
之
儀
ハ
、
七
代
程
に
相
成
申
候
処
、
二
代
ハ
出
家
願
仕
候
得
共
、
其
後

　
出
家
願
不
仕
、
剃
髪
致
、
法
名
差
赦
、
坊
主
に
て
相
勤
さ
せ
置
申
侯
、

と
見
え
て
い
る
如
く
、
何
代
か
を
経
た
仏
座
守
の
場
合
は
、
所
属
す
る
寺
院
の
沙

汰
か
ら
か
な
り
自
由
に
仏
座
守
の
資
格
と
相
続
と
を
行
な
え
て
来
た
例
も
あ
る
か

の
如
く
考
え
ら
れ
る
。

　
唯
、
一
応
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
本
来
、
仏
座
は
、

そ
れ
が
小
堂
舎
で
あ
れ
、
そ
の
施
設
そ
の
も
の
を
意
味
し
、
こ
れ
を
管
理
し
、
諸

仏
事
等
を
執
行
す
る
「
人
」
が
、
仏
座
守
と
呼
ば
れ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
ヽ
橋
津
村
の
仏
座
守
か
、
完
全
な
俗
人
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
仏
座
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の
勤
め
る
べ

置
い
て
い
た

は
、
水
崎
村
万
徳
寺
よ
り
勤
め
て
お
り
、
「
仏
座
家
守
」
を

察
せ
ら
れ
る
し
、
今
一
例
、
同
村
の
他
の
仏
座
は
、
同
様
全

く
の
俗
人
で
あ
っ
た
た
め
に
、
万
徳
寺
か
ら
出
向
し
て
仏
事
法
要
を
執
行
し
、
こ

の
仏
座
の
世
話
は
、
村
内
仏
座
・
手
次
門
徒
か
ら
執
り
行
な
っ
た
事
例
が
見
え
る
。

　
こ
う
し
た
、
や
や
不
明
確
な
仏
座
守
の
性
格
は
、
勿
論
、
史
料
の
量
的
制
約
か

ら
生
じ
る
結
果
で
は
あ
る
が
、
一
面
、
こ
の
時
期
の
仏
座
守
の
性
格
が
、
一
般
的

に
か
な
り
乱
れ
て
い
た
事
も
否
定
で
き
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
五

　
　
「
他
地
方
で
は
道
場
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
同
類
だ
」
と
定
義
さ
れ
る
仏
座
守
や

仏
座
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
如
く
史
料
的
制
約
が
大
き
い
。

　
江
戸
時
代
の
初
期
の
元
和
八
年
に
、
細
川
忠
利
に
よ
っ
て
調
製
さ
れ
た
著
名
な

　
『
小
倉
藩
人
畜
改
帳
』
に
よ
る
と
、
豊
前
一
国
と
豊
後
国
二
郡
（
国
東
・
速
見
）

の
全
調
査
地
域
の
「
坊
主
」
　
「
社
人
」
の
集
計
数
は
五
七
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
内
、
宇
佐
郡
の
で
一
六
人
中
に
は
「
坊
主
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
五
〇
％
を

越
す
七
三
人
あ
り
、
社
人
の
三
五
人
、
山
伏
の
十
八
人
を
は
る
か
に
上
廻
っ
て
い

る
。

　
中
世
ま
で
の
寺
院
は
、
近
世
期
寺
院
と
異
な
っ
て
全
国
の
農
民
ま
で
す
べ
て
が

そ
れ
ぞ
れ
檀
徒
と
し
て
帰
依
す
る
と
言
う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
各
地
域
の
土

豪
、
有
力
武
士
ら
が
氏
寺
と
し
て
建
立
す
る
性
格
が
強
く
、
一
般
農
民
は
、
念
仏

宗
を
主
体
と
す
る
講
的
な
結
合
の
も
と
に
、
小
教
団
的
な
教
団
を
結
び
そ
の
物
質

的
な
拠
点
と
な
っ
た
も
の
が
、
各
地
に
営
ま
れ
た
さ
さ
や
か
な
堂
舎
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
如
き
堂
舎
に
集
散
す
る
衆
人
の
中
で
、
若
干
知
識
あ
る
者
が
参
集
者
に
説

教
し
た
り
、
勧
善
懲
悪
を
説
い
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
念
仏
者
」
な
ど
で
あ
り
、
在

俗
僧
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
旅
僧
」
と
し
て
村
々
を
廻
遊
す
る
者
も
あ
り
、
例
え

ば
「
高
野
聖
」
な
ど
も
こ
れ
で
あ
る
。

　
彼
ら
は
、
尤
も
ら
し
く
法
話
を
す
る
た
め
に
は
、
若
干
の
修
業
も
必
要
で
あ
っ

た
し
、
時
に
は
、
若
干
の
簡
略
や
誤
読
を
交
じ
え
て
も
、
一
応
の
読
経
技
術
も
必

要
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
知
識
を
修
身
す
る
た
め
に
は
、
若
干
の
経

済
的
背
景
も
必
要
で
あ
り
「
毛
坊
主
は
、
大
概
長
百
姓
な
り
」
と
言
う
諸
書
の
見

解
は
、
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
元
和
の
人
畜
帳
に
現
れ
る
「
坊
主
」
の
中
に
は
、
多
分
に
こ
う
し
た
階
級
に
属

す
る
も
の
も
あ
り
得
る
し
、
そ
の
後
、
徳
川
幕
府
の
宗
教
政
策
の
も
と
で
、
こ
れ

ら
の
う
ち
あ
る
も
の
は
、
寺
院
と
し
て
完
備
方
向
を
と
り
、
あ
る
も
の
は
取
り
残

さ
れ
て
、
退
転
し
て
行
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
は
ば
在
俗
僧
の
階
層
分
解
で

あ
る
。

　
近
時
、
注
目
さ
れ
て
い
る
国
東
地
方
の
盲
僧
な
ど
も
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
在

俗
僧
の
一
部
類
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
今
後
の
研
究

に
ま
た
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
六

　
さ
て
、
先
に
も
見
た
如
く
、
水
崎
村
西
光
寺
の
支
配
下
に
あ
っ
た
和
木
村
仏
座

守
与
右
衛
門
や
、
蜷
木
村
仏
座
守
改
雄
ら
の
一
寺
建
立
の
策
動
事
件
に
似
た
事
件

は
各
地
で
始
ま
っ
て
い
た
も
の
の
如
く
、
宗
門
統
制
上
又
は
社
会
問
題
と
し
て
、

問
題
解
決
の
必
要
を
知
っ
た
島
原
藩
で
は
、
京
都
本
願
寺
へ
処
置
方
を
上
申
し
た

結
果
、
文
化
十
五
年
六
月
八
日
、
本
願
寺
か
ら
安
養
寺
な
る
御
侠
憎
が
下
向
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
下
向
を
通
達
す
る
触
状
に
よ
る
と
、

態
申
触
候
、
然
は
当
初
領
内
西
派
一
向
宗
寺
院
仏
座
之
儀
、
近
年
差
継
候
儀

有
レ
之
、
此
度
御
使
個
御
差
下
、
一
件
落
着
に
相
成
候
二
付
、
仏
座
付
門
徒
共

儀
、
心
得
違
等
不
乙
筑
様
、
御
使
個
安
養
寺
儀
、
来
る
八
日
ぷ
致
‘
一
廻
在
‘
、
右

門
徒
共
へ
及
二
教
示
‘
度
旨
相
違
候
間
、
仏
座
付
門
徒
有
ぃ
之
村
方
は
得
二
其
意
‘

尚
又
初
使
個
人
込
候
村
方
は
、
右
教
綸
巾
渡
候
節
為
二
見
廻
り
‘
、
其
村
庄
屋
罷

出
（
－
下
略
－
）
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と
見
て
お
り
、
仏
座
守
の
こ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
は
、
そ
の
仏
座
に
所
属
し
て

い
る
門
徒
の
同
調
し
た

　
文
敬
二
年
九
月
の
庄

係
で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

る
と
、
先
に
上
京
し
て
、
一
寺
建
立
を
願
出

た
和
木
村
与
右
衛
門
は
上
京
の
咎
に
よ
っ
て
手
錠
を
仰
付
ら
れ
、
同
一
行
動
を
と

っ
た
仏
座
守
霊
勧
は
叱
り
、
喜
兵
衛
、
徳
左
衛
門
な
る
者
も
叱
り
を
受
け
て
い
る

が
”
こ
の
喜
兵
衛
、
徳
左
衛
門
は
、
仏
座
門
徒
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
冒
頭
に
も
触
れ
た
如
く
、
近
世
期
の
寺
院
政
策
は
幕
府
や
藩
の
封
建
的
な
諸
政

策
の
一
翼
を
に
な
う
機
構
の
一
部
と
し
て
機
能
し
て
い
た
訳
で
あ
り
、
本
末
制
度

の
末
端
に
位
置
す
る
本
寺
の
、
更
に
そ
の
下
に
所
属
し
て
い
る
仏
座
守
の
性
格
の

一
面
を
知
り
得
る
も
の
に
、
戸
□
入
籍
に
係
わ
る
史
料
か
お
る
。

　
す
な
わ
ち
、
文
政
二
年
九
月
廿
九
‰
長
洲
村
妙
万
寺
付
で
あ
り
、
金
丸
村
在

住
の
仏
座
守
教
海
な
る
者
を
本
寺
妙
万
寺
の
家
内
に
加
え
、
長
洲
村
へ
入
帳
す
る

様
に
、
藩
側
か
ら
指
示
を
し
た
が
、
教
海
は
こ
れ
を
拒
否
し
て
承
諾
し
な
い
為
に
ヽ

仏
座
守
の
資
格
（
身
分
）
を
剥
奪
し
て
、
一
介
の
百
姓
身
分
に
な
し
て
も
構
ま
わ

な
い
と
の
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
ヽ
文
政
三
年
四
月
九
日
の
史
料
に
よ
る
と
、
水
絵
村
万
徳
寺
付
の
宇
佐
郡

南
毛
村
の
仏
座
守
、
松
崎
村
仏
座
守
、
出
光
村
仏
座
守
な
ど
を
、
万
徳
寺
家
内
に

加
え
て
、
永
続
村
帳
面
に
入
帳
す
る
様
に
指
示
し
た
と
こ
ろ
、
彼
等
は
、
本
寺
家

内
に
入
帳
す
る
こ
と
を
承
知
し
な
い
と
言
う
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事

件
は
、
仏
座
守
と
こ
れ
を
支
配
す
る
寺
側
と
の
対
応
関
係
を
察
し
得
さ
し
め
る
史

料
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
寺
側
と
し
て
は
、
遠
隔
地
檀
家
の
便
宜
を
計
っ
て
、
寺
務
を
代
行

せ
し
め
る
目
的
の
も
と
に
設
置
し
た
仏
座
で
あ
る
か
ら
に
は
、
当
然
、
仏
座
守
は

本
寺
の
僧
籍
戸
口
に
加
わ
り
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
本
寺
の
所
在
す
る
村
戸
口
に

入
帳
さ
る
べ
き
だ
と
主
帳
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
当
然
、
仏
座
守
を
直
接

支
配
下
に
組
み
入
れ
て
お
い
て
、
檀
家
の
確
保
と
維
持
と
を
計
ろ
う
と
す
る
求
心

的
志
向
を
示
す
。
一
方
、
仏
座
守
側
で
は
、
そ
の
本
寺
か
ら
の
遠
隔
性
を
利
用
し

て
、
在
地
性
を
有
利
に
展
開
し
て
、
仏
座
門
徒
ら
を
、
直
接
的
に
家
長
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
己
の
権
益
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
遠
心
的
志
向
を
示
す
。

　
寛
文
五
年
の
『
諸
宗
寺
院
法
度
』
で
は
、
「
本
末
の
規
式
こ
れ
を
乱
す
べ
か
ら

ず
」
と
あ
る
が
、
「
た
と
へ
本
寺
た
り
と
雖
も
、
末
寺
に
対
し
て
理
不
尽
の
沙
汰

あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
う
但
し
書
が
示
さ
れ
、
理
不
尽
の
末
寺
支
配
は
禁
止
さ
れ

て
い
た
も
の
の
、
幕
府
は
本
末
の
秩
序
に
よ
っ
て
寺
院
制
を
完
徹
し
、
弁
せ
て
封

建
的
社
会
秩
序
の
維
持
を
計
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
寺
の
優
越
性
は
群
を
抜
い

て
お
り
、
余
程
の
事
情
の
な
い
限
り
、
本
寺
の
主
張
の
通
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

　
唯
、
「
上
寺
の
儀
は
下
寺
を
末
寺
と
は
申
候
へ
共
下
を
支
配
仕
り
候
に
て
は
御

座
無
く
、
只
下
寺
を
預
り
、
手
次
侯
迄
に
御
座
候
」
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
本
末

制
度
に
於
け
る
本
寺
と
末
寺
と
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
完
全
な
重
層
関
係
で
は
な

か
っ
た
点
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
前
に
水
崎
村
利
光
寺
留
主
僧
円
慈
の
歎
願
書
に
も
見
え

た
如
く
、
「
本
寺
の
師
匠
と
い
へ
ど
も
、
仏
座
守
の
一
寺
建
立
の
策
動
を
防
止
で

き
な
い
」
と
言
う
弱
さ
が
あ
り
、
逆
に
は
、
仏
座
守
の
本
山
直
訴
が
可
能
と
な
っ

た
訳
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
七

　
本
末
制
度
に
於
け
る
本
寺
、
末
寺
と
は
言
っ
て
も
こ
の
本
末
の
間
に
は
そ
の
歴

史
的
経
律
か
ら
し
て
種
別
は
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
江
戸
幕
府
の
宗
教

政
策
が
、
新
ら
し
い
寺
院
、
も
し
く
は
寺
院
制
度
を
造
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ま
で
に
各
種
各
様
に
存
在
し
た
様
々
の
宗
旨
宗
派
の
在
地
信
仰
を
も
、
政
策

的
に
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
世
ま
で
は
、
少
く
と
も
、
説
話

を
語
り
、
曲
を
演
じ
て
諸
国
を
遊
行
し
た
念
仏
者
た
ち
が
、
徳
川
幕
府
や
諸
藩
の

農
民
土
地
着
策
の
も
と
に
、
自
由
な
交
通
を
禁
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
定
の
土
地

に
定
着
さ
せ
ら
れ
た
も
の
も
少
く
あ
る
ま
い
。

　
彼
ら
の
、
も
と
も
と
の
知
識
源
か
、
高
野
や
比
叡
山
ま
た
は
大
谷
や
都
に
近
い

土
地
に
あ
り
、
こ
れ
ら
山
や
寺
で
は
、
そ
の
信
仰
を
広
大
す
る
た
め
に
、
例
え
ば

神
道
に
於
け
る
伊
勢
社
が
、
「
御
師
」
を
用
た
よ
う
に
全
国
各
地
の
在
俗
僧
と
直
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接
的
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
は
予
測
に
鎧
く
な
い
。

　
二
豊
地
方
の
仏
座
守
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
系
譜
を
も
っ
も
の
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
史
料
的
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
二
豊
地
方
に
於
け
る
こ
の
仏
座
守
が
、
「
公
例
故
実
」
の
説
く
如
く
全
て
寺
道

者
地
域
の
老
人
、
足
弱
の
者
の
仏
参
の
便
宜
の
た
め
に
積
極
的
に
即
設
し
た
も
の

な
ら
ば
ヽ
本
寺
の
強
い
支
配
権
下
に
置
か
れ
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
す

べ
て
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。

　
近
世
期
に
は
長
兄
は
、
経
済
的
、
経
済
外
的
様
々
な
制
約
を
う
け
、
こ
と
に
分

地
制
限
今
を
主
体
と
し
た
土
地
配
分
制
限
は
、
次
男
以
下
の
分
家
制
限
を
き
び
し

く
し
た
。

こ
の
時
、
次
男
以
下
や
、
府
弱
者
は
剃
髪
し
て
禅
門
に
な
り
、
寺
院
に
入
る
例
が

少
な
く
な
く
、
こ
の
方
法
は
、
農
民
に
許
さ
れ
た
唯
一
の
身
分
変
更
の
試
合
で
あ

っ
た
。
彼
ら
の
中
の
あ
る
も
の
は
、
こ
の
肌
合
を
と
ら
え
て
僧
身
分
を
拾
得
し
た

か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
う
し
て
仏
座
守
の
さ
ま
ざ
ま
な
発
生
の
縁
組
の
究
明
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た

問
題
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
真
宗
西
沢
水
前
付
西
先
寺
や
、
万
徳
寺
に
囲
す
る
仏
座
寺
の
、
そ
の
後

の
詳
し
い
動
向
は
判
ら
な
い
。

　
今
日
、
宇
佐
市
脇
に
所
在
す
る
宝
性
寺
は
、
指
先
寺
仏
座
の
独
立
し
て
一
寺
を

構
え
た
も
の
と
言
わ
れ
、
北
馬
城
行
橋
津
に
は
、
近
時
ま
で
「
土
の
御
座
」
と
呼

ば
れ
る
仏
座
か
お
り
、
こ
れ
も
親
元
寺
仏
座
守
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
ま
た
ヽ
東
証
の
万
拡
寺
に
は
、
寺
僧
の
話
に
よ
る
と
、
か
っ
て
ハ
ケ
寺
の
［
御

座
守
］
か
お
り
、
こ
の
八
ケ
寺
と
は
、
今
日
の
出
光
村
発
願
寺
、
田
染
新
城
村
の

長
賢
寺
、
院
内
南
石
村
の
正
専
寺
、
松
崎
村
の
宝
泉
寺
、
同
西
教
寺
、
岩
崎
村
安

正
寺
の
六
ケ
寺
と
す
で
に
忘
れ
ら
れ
た
ニ
ケ
寺
で
あ
っ
た
と
云
う
。
こ
れ
ら
は
、

文
書
史
料
（
十
座
）
の
仏
座
所
在
地
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。

　
西
先
寺
の
橋
津
仏
座
守
は
、
「
上
の
御
座
」
と
呼
ば
れ
た
如
く
、
「
御
座
」
と

云
う
名
称
で
残
り
、
す
で
に
「
仏
座
」
の
古
称
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
仏
座
守
の
う
ち
、
万
彷
寺
に
囲
し
て
い
て
後
に
独
立
し
た
両
毛
村
の
正

専
寺
に
つ
い
て
は
「
公
例
故
実
」
は
、
「
宿
毛
村
仏
座
法
（
宝
）
嶺
な
る
も
の

は
ヽ
先
年
（
文
政
三
年
以
前
）
、
四
口
車
御
坊
の
弟
子
と
な
り
、
呼
寺
号
を
正
専
寺

と
し
て
本
山
よ
り
免
許
を
得
て
、
祖
師
の
御
絵
を
指
し
許
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
、

文
化
期
の
来
頃
一
寺
建
立
を
実
現
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
以
上
、
反
復
的
で
冗
長
な
記
述
に
な
っ
た
が
、
で
は
こ
う
し
た
仏
座
守
の
動
向

は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
見
よ
う
。

　
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
末
寺
の
発
足
（
本
末
関
係
）
に
は
様
々
の
契
獄

が
存
在
す
る
。
考
え
ら
れ
る
類
型
を
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は

　
巾
　
荘
園
的
結
合
な
ど
に
よ
る
前
代
の
関
係
が
、
以
後
も
慣
習
的
に
維
持
さ
れ

　
　
　
る
型

　
②
　
本
寺
の
開
山
ま
た
は
そ
の
世
代
の
▽
六
が
開
い
た
寺
を
末
寺
と
す
る
型
、

　
③
　
本
寺
の
檀
林
に
学
ん
だ
所
化
の
往
す
る
寺
を
末
寺
と
す
る
型
、

　
㈲
　
本
尊
、
寺
号
等
の
下
付
を
受
け
た
時
の
手
次
寺
を
本
寺
と
仰
ぐ
型
の
末
寺

　
閣
　
幕
府
や
藩
の
宗
教
政
策
に
よ
っ
て
本
末
関
係
を
設
定
さ
れ
た
型
、

な
ど
と
い
わ
れ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
仏
座
が
、
道
場
的
性
格
で
呼
寺
号
を
持
だ
な
け
れ
ば
完
全
な
意
味
で

の
寺
で
は
な
い
。

　
従
っ
て
厳
密
な
意
味
で
は
、
例
え
ば
指
先
寺
や
万
徳
寺
な
ど
と
、
こ
れ
ら
に
附

属
す
る
仏
座
（
守
）
と
は
本
末
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
「
公
例
故
実
」
に
も
述
べ
る
如
く
、
仏
座
守
は
新
亡
の
仏
事
（
葬
式
）
に
は
関

与
で
き
ず
、
こ
れ
は
本
寺
か
ら
勤
め
、
そ
の
他
の
法
事
、
法
要
の
み
動
め
た
。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
て
、
仏
座
守
の
独
立
運
動
に
係
わ
る
本
寺
と
の
争
い
は

厳
密
に
は
、
制
度
史
上
の
本
末
関
係
に
於
け
る
論
争
で
は
な
い
。

　
　
「
仏
座
守
」
と
は
「
諸
国
一
般
に
言
う
道
場
の
こ
と
也
」
と
の
定
義
を
提
供
し

た
「
公
例
故
実
」
に
収
載
さ
れ
る
口
上
書
に
は
ヽ
こ
の
定
義
の
あ
と
、
小
筒
村
指

光
寺
仏
座
や
、
中
津
宝
蓮
寺
末
寺
法
泉
寺
の
動
向
に
つ
い
て
本
願
寺
別
院
と
し
て

は
本
山
（
京
都
）
か
ら
の
免
許
に
よ
っ
て
呼
寺
号
を
許
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
本
山
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御
坊
輪
番
と
し
て
の
拙
寺
の
直
支
配
下
に
入
る
べ
き
も
の
を
、
西
光
寺
や
、
万
徳

寺
の
末
寺
に
組
み
込
む
こ
と
は
不
合
理
だ
と
の
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
史
料
の
量
的
関
係
か
ら
仏
座
守
の
機
構
的
実
態
に
つ
い
て
は
、
こ
の
段
階
で
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
京
都
本
願
寺
（
本
山
）
－
四
日
市
御
坊
－
末
寺
（
万
徳
寺

・
西
光
寺
な
ど
）
Ｉ
仏
座
守
の
関
係
の
中
で
、
仏
座
守
の
一
寺
独
立
運
動
に
係
わ

る
上
寺
と
の
関
係
、
独
立
を
果
し
た
寺
と
上
寺
（
西
光
寺
や
万
徳
寺
な
ど
）
と
を

如
何
に
掌
握
す
る
か
と
す
る
御
坊
と
の
対
応
関
係
な
ど
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
本

山
を
頂
点
と
す
る
寺
院
本
末
制
度
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
本
末
の
関
係
は
自
然
発

生
的
な
重
層
関
係
に
な
か
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
複
雑
な
確
執
を
生
む
ら
し
い
の

で
あ
る
。

本
来
、
世
俗
外
的
に
存
在
す
る
筈
の
寺
が
、
封
建
制
度
と
云
う
世
俗
的
な
組
織
の
中

に
組
み
込
ま
れ
た
経
緯
の
中
で
、
宗
教
性
と
政
治
性
と
言
う
二
乗
人
格
的
な
動
向

を
と
る
様
子
を
語
る
史
料
と
し
て
、
こ
の
仏
座
守
の
動
向
は
注
目
に
値
し
ょ
う
。

　
仏
座
守
が
、
も
し
発
生
的
に
部
落
民
共
同
の
氏
仏
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て

掌
握
で
き
る
と
す
れ
ば
中
近
世
期
豊
前
地
方
に
お
け
る
信
仰
史
の
分
野
に
お
け
る

大
き
な
課
題
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
は
、
今
少
し
史
料
探
索
の
結

果
を
待
つ
以
外
に
な
い
。

③②①⑦⑥⑤④

註　
「
日
本
仏
教
史
」
近
世
編
、
辻
善
之
助
。
ほ
か

　
コ
于
佐
近
世
史
料
集
』
日
橋
爪
氏
史
料
回
収

　
「
帰
宗
改
派
、
離
員
改
宗
、
公
例
故
実
」
別
府
大
学
文
学
部
史
学
科
所
蔵

　
当
表
紙
ウ
ラ
表
紙
に
「
豊
前
四
日
市
御
坊
・
清
音
寺
用
之
」
と
あ
り
、
内
容
は
文

　
政
期
迄
の
日
付
で
終
る
。
書
写
年
代
不
明

「
日
本
仏
教
史
」
Ⅲ
、
家
来
三
郎
・
赤
松
俊
秀
外
編
、
法
蔵
館
刊

「
毛
坊
主
考
」
「
柳
田
国
男
全
集
」
第
九
巻
収

「
笈
埃
随
筆
」
ロ
本
随
筆
大
成
第
二
期
第
十
二
巻
収

⑤
に
同
じ

⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑨⑧⑩⑩⑩⑩

右
に
同
じ

　
「
宇
佐
近
世
史
料
集
」
�
所
収
　
文
政
三
年
大
庄
屋
日
記

　
「
宇
佐
近
世
史
料
集
」
�
収
「
山
口
家
文
書
」
日

⑥
に
同
じ

橋
津
守
英
氏
文
書

⑨
に
同
じ
、
文
化
十
五
年
一
月
九
日
条

⑨
に
同
じ
、
文
政
三
年
六
月
条

　
「
大
日
本
近
世
史
料
」
収

⑩
に
同
じ
、
文
化
十
五
年
六
月
条

⑩
に
同
じ
、
文
政
二
年
九
月
条

⑩
に
同
じ
、
文
政
二
年
九
月
廿
九
日
条

辻
秀
之
助
著
「
日
本
仏
教
史
」
。
ほ
か
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